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新 日 本 婦 人 の 会 目 的

☆核戦争の危険から女性と子どもの生命を

まもります。

☆憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止し

ます。

☆生活の向上、女性の権利、子どものしあわ

せのために力をあわせます。

☆日本の独立と民主主義、女性の解放をか

ちとります。

☆世界の女性と手をつなぎ、永遠の平和を

うちたてます。

新日本婦人の会は国連に認証されたＮＧＯです
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離婚後も共同親権とする民法改
定案が国会で審議中です。家父長
制の影響が色濃く残る〝親権〟制
度の77年ぶりの大改定にもかかわ

らず、国民に内容が知らされない
まますすめられています。

問題点を太田啓子弁護士に聞き
ました。

おおたけいこ 弁護

士。湘南合同法律事

務所所属。国際基督

教大学卒業。離婚、

人権問題など多く手

がける。著書『これ

からの男の子たち

へ』（大月書店）など
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